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●金型に対する輸入税免除期間延長についての投資奨励委員会布告第５／２５５２号 

 

 基幹工業及び支援工業の投資状況と一致させるため、及び競争力を高め、効率性を高め

て国の投資ポテンシャル開発とするために、 

 仏暦二五二〇年投資奨励法令の第一六条第二段の内容に基づく権限に拠り、投資奨励委

員会は仏暦二五四七年一二月二八日付けの投資奨励委員会布告第１１／２５４７号に基づ

く金型輸入税免除の期間を延長するのが相当と判断し、仏暦二五五五年（西暦二〇一二年）

一二月三一日まで輸入税免除が受けられるようにする。 

 

仏暦二五五二年五月二九日布告 


